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午前１０時００分 開会  

◎開会・開議宣告

○議長（大原 昇君） おはようございま

す。

ただいまの出席議員数は１４名でありま

す。定足数に達しておりますので、平成２

７年第６回美幌町議会臨時会を開会しま

す。

これから、本日の会議を開きます。

―――――――――――――――――――

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（大原 昇君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、２番大江道男さん、３番新

鞍峯雄さんを指名します。

―――――――――――――――――――

◎日程第２ 会期の決定

○議長（大原 昇君） 日程第２ 会期の

決定についてを議題とします。

去る１１月９日、議会運営委員会を開き

ましたので、委員長から報告を求めます。

１１番橋本博之さん。

○１１番（橋本博之君） 〔登壇〕 平成

２７年第６回美幌町議会臨時会の開催に当

たり、去る１１月９日、議会運営委員会を

開催いたしましたので、その内容と結果に

ついて報告いたします。

本臨時会に付議された案件は、議会提出

案件として９月定例会において、決算審査

特別委員会に付託された平成２６年度決算

認定について、一般会計等及び企業会計の

両決算審査特別委員会より審査結果の報

告、町提出案件としては、専決処分の承認

１件、補正予算１件があります。

以上の内容でありますので、本臨時会の

会期については、本日１日限りといたしま

す。

慎重なる審議に皆さんの御協力をお願い

するとともに、行政職員の皆さんには真摯

な答弁と対応を申し上げて、議会運営委員

会委員長としての報告といたします。

○議長（大原 昇君） お諮りします。

ただいま議会運営委員会委員長から報告

のあったとおり、本臨時会の会期を１日間

としたいと思いますが、御異議ありません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、会期は１日間と決定しまし

た。

―――――――――――――――――――

◎諸般の報告

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を行い

ます。

諸般の報告については、事務局長から報

告させます。

○事務局長（高崎利明君） 諸般の報告を

申し上げます。

本日の会議につきましては、お手元に配

付しております議事日程のとおりでありま

す。朗読については、省略させていただき

ます。

次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましても、印

刷したものを配付しておりますので御了承

願います。

また、本臨時会中、議会広報及び町広報

用のため、写真撮影を行いますので御了承

願います。

なお、報道機関の写真撮影及びパソコン

の使用を許可しておりますので、あわせて

御承知おき願います。

以上で、諸般の報告を終わります。

―――――――――――――――――――

◎日程第３ 行政報告

○議長（大原 昇君） 日程第３ 行政報

告について。

町長から行政報告があります。

町長。

○町長（土谷耕治君） 〔登壇〕 本日、

ここに平成２７年第６回美幌町議会臨時会
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が開催されるに当たり、御出席を賜りまし

た議員各位に対しまして、心から感謝いた

しますとともに、行政報告と提出案件の概

要について御説明を申し上げます。

行政報告といたしましては、台風２３号

に伴う被害状況についてであります。

去る１０月８日から９日にかけ、台風２

３号から変わった低気圧が北海道東海上を

通過した影響により、網走・北見・紋別地

方では、８日昼前から夜にかけて暴風と大

雨による大荒れの天気となり、本町におき

ましても、１日降水量が１４４ミリメート

ル、午後４時から５時までの時間降水量が

１３.５ミリメートルとなる大雨を記録した

ところであります。

１０月８日の午前５時４３分に大雨警

報、暴風警報が発令されたことから、午前

９時に美幌町台風２３号災害対策本部を設

置するとともに、しゃきっとプラザを臨時

避難所として開設し、町民の自主避難に備

えたところであります。

午後２時２４分に洪水警報が発令され、

午後３時３５分に日の出地区３０９世帯、

６４４人に避難勧告を発令するとともに、

美幌中学校、旭小学校、東陽小学校、コミ

ュニティセンター、美幌高校の５カ所を避

難所として開設し、午後５時には、美芳地

区１９４世帯、３８５人に避難勧告を発令

したところであります。

この間、町内樋門１０カ所でポンプ６０

台及び開発建設部のポンプ車３台を稼働す

るとともに、消防団員５５名による水防活

動（土のう設置）などにより、住宅への浸

水被害の防止を図ったところであります。

午後８時には、美幌川の水位が避難判断

水位を超えたことから、日の出地区、美芳

地区に避難指示、新興地区の一部１８世

帯、４１人に避難勧告を発令するととも

に、自衛隊の災害派遣要請を行ったところ

であります。

避難指示発令に伴う対応としましては、

自衛隊（第６普通科連隊）、消防団員、消

防署員、役場職員による１５０名体制で臨

戸訪問による避難誘導を行ったほか、ボー

ト３そう及びバス５台により避難所へ誘導

したところであり、さらに、自衛隊から避

難所用毛布として７５０枚の支援をいただ

いたところであります。

避難所へ避難された３５３名の皆様に

は、不安なまま避難所で一夜を過ごすこと

となりましたが、人命にかかわる被害はあ

りませんでした。

９日午前５時１９分に大雨警報、洪水警

報が解除されたことから、午前６時４５分

に避難指示、避難勧告を解除し、午前７時

１０分に避難所５カ所を閉鎖したところで

あります。また、午後４時３０分に美幌町

台風２３号災害対策本部を解散するととも

に、臨時避難所（しゃきっとプラザ）を閉

鎖したところであります。

被害の状況でありますが、家屋の浸水は

床下浸水が４１棟あり、伝染病予防のため

に敷地冠水を含めた８３件について、２２

日に消毒を実施したところであります。

土木被害につきましては、町道施設の法

面崩壊等で９５カ所、橋梁施設の護岸洗掘

等で９カ所、河川の護岸洗掘で１１カ所、

公園施設の倒木等で８カ所、林道の法面崩

壊等で２カ所が確認され、被災箇所のほと

んどは直営により復旧をしておりますが、

一部発注により復旧を行うこととしている

ところであります。

また、公共施設につきましては、みらい

農業センターの屋根破損１カ所となってお

ります。農業被害につきましては、農地被

害の法面崩壊等で２.３ヘクタール、農作物

被害４４.５ヘクタール、営農施設被害でビ

ニールハウスの飛散で１１棟となっており

ます。

これらの被害については、今後その状況

が明らかになるにつれ、件数がふえること

もあり得ますが、被災されました皆様に対

して、ここに改めて心からお見舞いを申し

上げる次第であります。
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こうした被害に対し、町としましては、

直ちに町道等の応急処置に当たっており、

現在もその作業は継続中でありますが、災

害復旧事業の対象となるものについて、遅

滞なく国に要請を行うことで取り進めてま

いる所存であります。

次に、御提案いたします議案等について

御説明を申し上げます。

専決処分の承認について。

承認第１１号平成２７年度美幌町一般会

計補正予算（第４号）については、台風２

３号による大雨災害のため急を要したこと

から、専決処分をいたしましたので、御承

認を賜りたいのであります。

一般会計補正予算（第５号）について、

主な内容といたしましては、防災対策の充

実を図るための資機材等購入費として３７

７万４,０００円。

木育ひろば「きてらす」の木製遊具購入

などに係る経費として３５２万７,０００

円。

地方創生先行型上乗せ交付金を活用した

商店街活性化イベント推進事業補助金とし

て５５０万円。

第３４回全日本小学校バンドフェスティ

バルへ参加する美幌小・東陽小合同金管バ

ンドに対する吹奏楽等大会参加負担金とし

て４８１万４,０００円などの増額補正を行

おうとするものであります。

なお、細部については、後ほどそれぞれ

説明を申し上げますので、審議の上、原案

に御協賛を賜りますようお願い申し上げ、

行政報告と提出案件の概要説明といたしま

す。

以上、よろしくお願いをいたしたいと思

います。

○議長（大原 昇君） ただいまの行政報

告について、質疑を許します。質疑は、１

人３回までといたします。

２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） ただいまの行政報

告の中で、台風２３号による浸水被害が床

下浸水４１棟、農作物被害４４.５ヘクター

ルなどの被害が発生したということであり

ます。被災された皆様に、最初に、私とい

たしましても御見舞いを申し上げたいと存

じます。

そこで３点、お聞きいたします。

今回の２４時間雨量は１４４ミリという

ことでありますが、過去の、美幌町での降

雨量と比較した場合、必ずしも最大とは言

いがたいというように存じます。

平成４年の台風時を初め、過去の水害と

比較をいたしまして、どの程度の雨量だっ

たのか。例えば２４時間雨量、あるいは時

間当たり最大雨量などの比較をぜひお示し

いただきたいと思います。

２点目は、平成４年を初めといたしまし

て、過去の浸水被害を受けて、事後の防

災・減災対策が当然行われてきているとい

うように思いますが、その対策が十分効果

があったのかどうか、これは検証すべきポ

イントだろうというように思っておりま

す。浸水被害の範囲の比較図なども含め

て、ぜひ明らかにしていただきたいと思い

ます。

３点目は、特に稲美樋門、新興樋門の堤

内排水の吸い上げ能力の問題というか、ポ

ンプも含めた能力の問題の検証が具体的に

求められているというように思います。

日の出地域の床下浸水被害の被災者か

ら、大雨のたびに浸水する事態は、繰り返

してほしくないと強い要望が出されており

ます。新たな樋門が必要とされているので

はないか。あるいは排水ポンプの抜本的な

増設なども含めて、どのように現時点で検

証されているのかお聞きいたしたいと思い

ます。

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。

○建設水道部長（小西 守君） まず１点

目の雨量についての御質問でございます。

雨量につきましては、今回１４４ミリとい

う日降雨量を記録しております。気象庁が

発表しております記録によりますと、日降
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水量の最大は、今回、平成２７年１０月８

日の１４４ミリが最大となっております。

２番目は、平成４年９月１１日に記録して

おります１３６ミリ、３番目は、平成１３

年９月１１日に記録しております１１５ミ

リということでございます。

あと、通しての雨量との比較でございま

すが、これまで一番多かったのは、気象庁

の記録で比較いたしますと、平成１３年９

月１０日に台風１５号が９月１０日から１

３日まで雨を降らしております。その間は

１７９ミリということでございます。次

に、平成４年９月９日から１２日の台風１

７号で、このときには３日間降雨が続き、

１６９ミリということでございます。その

次となりますと、平成１０年８月２８日か

ら３１日まで４日間、低気圧で大雨が続い

ておりますが、こちらが１４７ミリでござ

います。これは全てアメダス美幌というこ

とで、気象庁の数値より記録を拾っている

ものでございます。ということで、日雨量

としましては今回が最大であったというこ

とでございます。

次に、浸水している家屋についてのこれ

までの把握について、検証しているのかと

いうことでございます。浸水家屋につきま

しては、過去でいきますと平成１４年、平

成１０年、平成１８年、平成２５年、平成

２７年ということで、特に日の出地区で、

浸水が発生しております。この戸数等につ

いても、もちろん把握しております。ま

た、その状況についても、どのように水が

ついているのかも、その時その時の記録を

載せていくことで、それを次の対策に生か

すということでの対策を講じているところ

でございます。

３番目に、樋門の関係で、ポンプの効果

ということでございます。これまで、台風

の発生の予報段階で、町で準備しておりま

すポンプは、あらかじめ台風シーズンの前

の夏から配備しまして、準備をする体制を

とるとともに、警報が出るという予測がつ

いた段階で、それぞれまた準備を開始しし

まして、最終的にはリースの申し込み、ま

た、開発のポンプ車の要請を行ってきてい

るところでございます。これまでのポンプ

の台数を記録しておりますので、それらを

比較しながら、リースの台数、また、開発

への要請を進めるということで、その検証

を生かしながら、準備を進めてきていると

いうことでございます。

次に、抜本的な対策が必要でないかとい

うことでございます。これにつきまして

は、特に今回は日の出地区が浸水したとい

うことでありました。日の出地区につきま

しては、樋門のほかに、釜場の設置を平成

１３年に行い、またその後も一部改修を行

っております。釜場をつくることによっ

て、ポンプの入る台数をふやすことがで

き、また、商業電源を電柱から引きまし

て、すぐポンプを動かせる状態にするなど

してきましたが、今回、それを上回る状況

が発生したということで、そういうことを

考えますと、これらのことを検証しなが

ら、その対策については、今後内部的な検

討、また、北見河川事務所、網走開発建設

部との情報交換、また、そういう内容を私

たちとしても要望としてお伝えしながら、

対策を講じるようなことで協議をさせてい

ただきたいと思っております。以上でござ

います。

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。

○２番（大江道男君） ２４時間雨量で言

えば、過去最大だったということはわかり

ました。同時に、１回当たりという点で言

えば、今回を上回っている例は幾つかある

ということでありますが、防災の計画を立

てるときにも当てはまるのではないかと思

うのですが、６０年に一度、あるいは１０

０年に一度だとか、そういう確率で発生す

るであろう降雨量などを視野に入れて対策

を打つべきではないかと私は思っているの

です。
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美幌町で言えば、当然過去から現在まで

の６０年なのか１００年なのか、あるいは

もっと大きいスパンになるのかはわかりま

せんが、今回程度の雨量は、当然想定され

ている話ではないかという思いがあるので

す。

そういう、発生確率との関係で対策がと

られたにもかかわらず、今回のような被害

が防げなかったとすれば、今回は想定され

る範囲の中で発生したのか、それとも想定

外の事態だったのか、もう一つ改めて聞か

せていただけませんか。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 最近の自然災害を

見ると、全国各地でいろいろな自然災害が

襲ってくるということで、東日本大震災の

ときもそうだったのですけれども、我々と

しては、もう想定外とは言えないというよ

うな中での備えをどうとるかということ

が、極めて重要だと思っております。

想定をしないことに備えるというのも、

なかなか難しいのですけれども、今回の事

態は美幌で言うと、過去の例として年平均

で７００ミリ降るということでありますの

で、それから言うと１４４ミリというのは

２０％も降ったということで、想定外と言

えないまでも、想定を超えたというような

ことだろうと思います。そのような認識を

しているところであります。

それで、従来やってきていることも、対

症療法的にはいろいろなことをやってきま

した。ただ、今回も含めて過去の履歴を見

ますと、やはり日の出地区はどうしても水

がつきやすいという状況でありますので、

先ほど建設水道部長から答弁をさせていた

だきましたけれども、抜本的な解消策も考

えていかなければいけないというようなこ

とで、河川事務所、あるいは開発とも協議

を重ねながら、なるべく早い時期にどうい

う方向がいいのか、どういう手法があるの

か、どういう方法があるのかを含めて、し

っかりと協議をしていきたいと、そのよう

に考えております。

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。

○２番（大江道男君） 今回は人命にかか

わる被害は出なかったという点で、とりあ

えずは安堵しているのですが、冬の爆弾低

気圧の問題、あるいは秋の洪水被害、いず

れも北海道東部が全国ニュースになるとい

うようなことであります。これは、地球温

暖化の関係なのだろうと思うのですが、私

たちの地域が狙われてきているという点で

は、ベルトを締め直して、対策を立てざる

を得ないという状況にあるかと思います。

それで、いろいろ検証したい部分があり

ます。例えば、樋門を閉じた時点の水位が

どうで、そのあとの変化がどのようになっ

ていったのか。そのことで、配置されてい

る汲み上げポンプの増設だとか、そういう

ものも検証が要るだろうし、ただし、これ

は町だけではどうやらわからないというこ

とで、関係機関との連携なども十分にしな

ければならない。当然、一定の時間もかか

るということは承知をしておりますが、現

時点でまだ詰め切らない問題などについて

は、ぜひ議会側にも情報としてはお示しを

いただきたいというように思います。

人命にかかわるということで、私も広域

事務組合議会に属しているのですが、救助

に当たっては、消防団の方々も相当命がけ

の奮闘もされていました。次に、同規模あ

るいはこれの１.５倍ぐらいの降雨量があっ

たとしても、長期のスパンも含めて十二分

に対応できるというようなことで、ぜひ、

直ちに対応をとっていただきたいというこ

とを申し上げて質問を終わります。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 人命に影響がなか

ったということでありますけれども、これ

も自衛隊の皆さん、そして消防団の皆さ

ん、職員の総力があって、人命に影響がな

かったということだと思います。検証につ

いても、もちろん職員はそれぞれの現場に
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出向いていますので、一番わかっているの

が職員であるし、また、被災を受けた住民

の皆さん、そして、その組織であります自

治会含めて今検証をしっかりとやろうとい

うことで取りかかっていることでありま

す。今臨時会の中でも後ほど補正予算で御

提案をさせていただきますけれども、対症

療法的なものについては、早急にやれると

いうことでお願いを申し上げましたので、

あと抜本的な部分については、町だけでは

なかなか難しいというような状況がありま

すので、しっかり関係機関と打ち合わせを

しながら、早急に、しかもさまざまな災害

に耐え得るような対応を考えてまいりたい

と、そのように考えております。

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。

４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） 今町長の話もあり

ましたように、今回雨量的には年間平均の

２割以上ということで、それが想定内なの

か想定外なのかということについては、い

ろいろな受けとめ方があると思います。先

ほどの大江議員の質問に対して、過去２４

時間雨量とは別にしても、２日ないし３日

を超えるような雨量が、過去のデータとし

てあるということでしたので、職員あるい

は今町長のお話でもあったように、被災を

受けた被災者、関係自治会の方々から、多

くの問題点、あるいは教訓などの把握をし

ている最中だということでありましたの

で、ぜひ今回、私としては、そういった今

後の防災に備えるために、今ある町の防災

計画そのものの見直し、あるいは防災計画

の中にある備蓄計画につきましても、計画

どおりただ準備をするということではなく

て、備蓄品の中でも優先すべきものの見直

しだとか、あるいは今回の中から不足して

いる備蓄品である機材等を、早急に庁内全

体で見直しをしていただきたいと思いま

す。あわせまして、抜本的な対策につきま

しては、関係機関との十分な協議の上でな

ければできないことは十分わかっておりま

すが、町としては今回の災害を受けて、大

体その辺の計画の見直しだとか、具体的な

対策について、いつぐらいまでをめどに、

時期的には方針を固められるのか、そして

議会への説明をなされるのか、その辺のめ

どについてをわかればお知らせいただきた

いと思います。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） できるものについ

ては早急にやりたいし、時間を要するもの

については若干の時間をいただきながら、

しっかりと対応をしてまいりたいと、その

ように考えております。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） 計画の見直しとな

ると、手続的にもいろいろな時間が当然必

要になってくるのだと思います。特に、日

の出の自治会長からは、我々とのいろいろ

な意見交換中でも、あそこはいつも水のつ

くところだからという感じで、町民の皆さ

んだとか議会議員も含めて、仕方ないとい

うような感じで思われるのが、日の出の地

域に住んでいる人たちにとっては、非常に

つらいというお話もありました。

いろいろな行政機関との連携で費用もか

かるので、簡単に町だけの要望で実現でき

ることではないということは私も十分承知

しておりますので、ぜひ抜本的な対策に結

びつくような協議・努力を町にも積極的に

取り組んでいただくことをお願いして終わ

りたいと思います。

○議長（大原 昇君） １１番橋本博之さ

ん。

○１１番（橋本博之君） 今回の降雨被害

は１４４ミリということで、過去最高のも

のだったという話ですが、聞くところによ

りますと、大空町の女満別空港のあたりで

は１８０ミリの雨が降ったという話も聞い

ております。そうした中で、過去の自然災

害で、私が知っている限りのことですが、
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最高の範囲で最大のものだったのではない

かと、そのように思っております。

今回行政報告の中で、農業被害について

はある程度把握した状況がここで記載され

ておりますが、まず、この被害状況を把握

するための調査について、どのような形で

調査されたのか、そこからお聞きしたいと

思います。

○議長（大原 昇君） 経済部長。

○経済部長（矢萩 浩君） 農業被害の把

握についてでありますが、台風のありまし

た１０月９日以降、町とＪＡ、さらには農

業委員会等の関係機関と連携して、農作物

の被害調査を行いました。その中で、ある

程度の農地被害については、車の中から目

視等を行っております。さらには、農業者

の皆さんとＪＡとのやりとりの中で、被害

の報告があったというように認識しており

ます。

○議長（大原 昇君） １１番橋本博之さ

ん。

○１１番（橋本博之君） 目視と、それか

らＪＡ等との報告から、このような数字が

出たということですね。（「はい」と発言

する者あり）

ということなのですが、私の見た感じで

は全くこのようなものではなく、まだまだ

大きな被害があったのだと思っています。

被害状況についてはこのくらいにしまし

て、それ以後のことなのですが、過去にこ

のような降雨による被害、または降ひょう

による被害がたくさんございました。平成

４年、平成１４年、平成１８年、平成１９

年――１９年については降ひょうの被害で

すが、それから平成２３年と、これらの年

に大きな被害がありました。

そうした中で、町として被害に遭われた

農業者の皆さんに、農業支援を行っており

ます。例えば、町税の減免だとか、営農資

金の利子補給だとか、それから農業資材の

助成、そうしたものが行われております

が、そうしたことを今回も行う必要がある

のではないかと思います。

必要があればの話ですが、今までの出し

た被害状況の経緯を見ますと、全く遜色の

ない、それ以上の被害が出ているものだと

思います。その辺について、町長のお考え

を聞きたいと思います。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 面積的に過去の被

害よりは少ないという認識をしております

けれども、これはたまたま時期的に収穫が

終わっている作物が非常に多いということ

で、内部で協議をした結果、今回は過去の

例に照らし合わせて考えると、農業被害自

体はそう大きなものではないだろうという

ことで、今のところはＪＡとも協議をしな

がら、そういった状況にはないということ

でございます。

○議長（大原 昇君） １１番橋本博之さ

ん。

○１１番（橋本博之君） そういう協議の

余地は今のところはないということなので

すが、私が見た限りでは、法面の崩壊、農

道の崩壊、そういうこともございます。そ

うした中で、町として被害に遭われた農業

者の皆さんに支援をできるものがあれば、

私はする必要があるのではないかと思いま

す。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 農作物の被害につ

いて、私は答弁したので、質問がそういう

ことであれば、それは個々の対応というこ

とになるかと思います。

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。

１０番吉住博幸さん。

○１０番（吉住博幸君） まず一つは、災

害があったとき、これは詭弁ではなくて、

私はやはり役場職員というのは、ある意味

ではすごいなと、命令一つですぐ対応する

という意識で動いてくれたと、そういう面

では、改めて感謝したいなと思っていると

ころであります。
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ただその反面、町民は、命というのは一

つしかないという認識がまさしく欠如して

いると思うのです。命というのは本人しか

持っていない大切な大切なものでありま

す。お話を聞くと、避難勧告を出しても、

議員の中でも一軒一軒避難してくださいと

言って歩いたにもかかわらず、純粋に速や

かに反応してくれない住民も多かったと聞

いているところであります。そういう意味

では、行政の対応もいろいろあるでしょう

けれども、それに対して、町民も自分たち

を守ってくれているという認識のなさは、

やはり苦言というよりも、自分を大切にし

てもらいたいという趣旨で、大きい声で言

っておかなければならないだろうと思うと

ころであります。

一例を言うと、本人の判断もあるでしょ

う。でも、最後は助けを求めてくる。で

も、見捨てるわけにはいきませんから、助

けるにしたって、今度は助ける側も場面に

よっては命がけになるのです。あえて言え

ば、その人を助けるがために――今回は不

幸中の幸いであります。命にかかわるとい

うことはなかったとお聞きしていますが、

私は、これはしっかり町民にも正式な場を

借りて、はっきり言っておかなくてはなら

ないという思いで、今、手を挙げたところ

であります。今後、行政含めて、いろいろ

な関係諸団体も含め、純粋には町民の意見

もどうあるべきだということを聞いて、集

約する場があるだろうと思っています。先

ほど、上杉議員も聞いておりましたが、そ

ういう観点でまず１点目、今回の災害は災

害として、過去にもありましたが、どうい

う形でどういうスピード感で、この災害の

反省というか、課題を行政内部とか関係団

体ばかりではなく、町民も交えた中でして

おく必要があるという思いでいます。上杉

議員が聞いた内容に重なりますが、やはり

明らかにしておかなければならないだろう

と思うところであります。

二つ目、細かい話で申しわけないが、今

回、職員に対しては感謝するところが大で

ありますが、ただ、行政という組織内にお

いても、大きい意味で判断ミスがあるので

はないかと思います。これは真摯に、行政

内部でも速やかにしておかなくてはならな

い。そう申しますのは、私が言うまでもな

く、あしたもあさっても災害に見舞われる

ことだってあるわけですから、そういう意

味では、叱咤激励みたいな話になります

が、一義的に動いてくださるのは、行政職

員のありがたいところであります。また、

期待するところでもあります。それは、ほ

かの団体、間違いないまでにしても、速や

かな反省というのはやっていただきたい

し、また、これも上杉議員が聞いている話

ではありますが、災害に対応するための備

蓄品等の補充とか、今回を通して年次計画

等は過去に聞いておりますが、顕著にあら

われているのではないかと思います。それ

は、あえて言えば、災害復旧以外という言

葉を使わせていただきますが、やはり優先

すべき大きな大きな課題だろうと思いま

す。いろいろな事例を聞いており、挙げて

もきりがないことでありますが、災害に協

力する者が、例えば水が腰を越えて胸まで

きているのに胴長がない。そういうこと

も、今回はあったのだろうと思いますの

で、そこら辺もきっちり、行政としてお金

がないというのはもちろんそのとおりであ

りますが、私は基金を取り崩してでも、や

るべきことはやるべきだというのが、大き

い意味の課題だと認識しているところであ

ります。

次、三つ目であります。先ほど、橋本議

員が聞いた内容にも重なることであります

が、私は情報という観点で、広く、ある団

体、行政ばかりではなくて、土地で言え

ば、所有者本人からも情報としての門戸は

開くべきではないかと思うのです。

それで、対応という意味で、行政が乗り

出すべきかどうかというのは二番目だと私

は思うところです。そういう意味では、私
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もある場所を言うと、罹災を受けたものが

少しあるのですけれども、それに気づくの

に時間がかかったというケースもあるもの

ですから、そういう意味では、職員はそれ

なりに調べたりしたと思いますが、情報の

収集という観点で、もう少し行政職員ばか

りではなくて、とりあえず情報を収集する

のだという観点で、門戸を広げてもいいの

ではないかということをお聞きしたくて、

手を挙げさせていただきました。

大きい意味でこの３点、今すぐ決着のつ

くこと、つかないことがありますが、お聞

かせいただけるものであれば、主に心構え

としてお聞きしておきたいと思うところで

あります。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） ３点の御質問

をいただいたところでございますが、ま

ず、職員の判断ミスがあるのではないかと

いうことについてでございますけれども、

災害対策本部を設置して、それぞれの中で

対応をとらせていただいているところでご

ざいます。そのときのベストな判断をさせ

ていただいた形の中で、対応に当たってき

たというように対策本部としては考えてい

るところでございます。ただ、今回の災害

の中で、いろいろな自治会ですとか団体、

あるいは職員の中からも課題等が出てきて

おりますので、それらについては真摯に協

議をさせていただいた中で、対応の改善を

図っていきたいというように考えていると

ころでございます。

あと、備品等の補充関係でございます

が、今回後ほど補正でも御説明をさせてい

ただきますけれども、毛布等について備蓄

計画の前倒しを図りながら、整備をさせて

いただきたいと考えております。避難所の

中で、あるいはその被災をされた方たちの

いる場所の中で、何が必要かというものを

計画しているところでございますけれど

も、早目に整備をしなくてはならないもの

については、前倒しをしながら整備を図っ

ていきたいと考えているところでございま

す。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） １点目の、自分の

命を自分で守るということで、自助の部分

であります。自助・共助・公助というよう

なことがありますけれども、東日本大震災

のときも、「てんでんこ」というようなこ

とで、小学校が全員無事に助かったという

例もあるようであります。

実は一昨日、自治会連合会との懇談があ

りました。そのときもお願いをしたのです

けれども、まず、情報収集をしっかりして

いただきたいということであります。

今回の事例で言いますと、しゃきっとプ

ラザの臨時避難所を開設したのが、８日の

９時であります。そしてＮＨＫのテロップ

で、美幌町のしゃきっとプラザ臨時避難所

を開設しましたということが出ました。そ

して、そういった情報から、しっかりと

個々の命を守るということにつながるの

で、しっかりと情報収集をしてほしいとい

うようなことをお願いしました。そして、

我々としては、情報提供をどうするかとい

うことは、あらゆる手段を使って情報の提

供をしなければいけないと私はそのように

思っております。

そんな中で、今回私は最大の反省を自分

でしなければいけません。というのは、夜

の８時に避難指示を発令させていただきま

した。そして、雨が降る中、役場のセット

カー、要するにスピーカーでの広報は雨の

音と密閉された住宅地では、なかなか聞こ

えにくいというようなことがあったもので

すから、個別の訪問で避難指示を出したと

いうことを、それぞれ対象の戸数全戸に言

って回ろうというようなことになり、班分

けからして、１５０人の自衛隊員の皆さ

ん、そして消防団の皆さん、消防署員、役

場の職員を分けて、結果的に避難の活動が

できたのが、９時を過ぎていたと思いま

す。そういった意味で、避難指示を出して
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から１時間もかかってしまったというの

は、最大のスピード感のなさだと私は大い

に反省をしているところであります。

私どもはしっかりと情報提供をしなが

ら、住民の皆さんにはまず、第一義的に自

分の命を守ってもらうため、情報収集をし

っかりしていただきたいと思います。それ

は、ありとあらゆる方法があると思いま

す。そして、自治会連合会でもお願いいた

しましたけれども、今後においても雪であ

ろうが雨であろうが、いろいろな天災的な

ことがあったときには、いろいろな気象庁

から警報が出ますので、警報が出た際には

まず、第一義的に、しゃきっとプラザを臨

時避難所として開設するということをしっ

かりとやっていきたいと思っております。

ＰＲについても、しっかりと今後ともやっ

ていきたいと、そのように考えておりま

す。

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 実は専決の関係

の議案、それから専決以後の予算付けもお

聞きする場面もあるかもしれませんが、大

きい意味で災害という観点で、この場だと

思いますので、再度お聞きいたします。

私は備蓄という意味合いで、やはり根本

的に見直すべきだということをもう一度申

し上げておきたい。

それからもう一つ、一義的に速やかに行

動をとれるのは、私は詭弁を使うつもりは

ないが、行政職員に感謝をしています。そ

ういう意味では、当然今回は大雨という水

絡みのことでありました。場所的に不幸な

ことでありますが、大体あそこ一帯は大雨

になれば水が溜まる。そうなれば、一義的

に動いてくれる方々の最低の道具、胴長で

すとかそういったものもない。今回の大雨

みたいなことは初めてではないと思うので

す。スピード感で言えば、もちろん美幌は

他の地域と違って部隊があります。ありが

たいことです。でも、連絡を入れて、実際

に駆けつけるといっても、これは別な意味

の組織であり、決定をもって動くところが

あります。そういう意味では、やはり私は

行政職員のありがたみがここにあるのだろ

うなと思います。

ですから、せめて、今回を見たって極端

な言い方ですが、胴長一つない。場面によ

って、自衛隊からも消防からも――消防は

美幌の組織の一部だと思っていますけれど

も、船さえない。今回は特に船が必要な場

面でありましたけれども、そういう意味で

も、やはり速やかな反応という意味では、

１２月の定例会も近々あるわけですから、

思い切った――災害はいつ来るかわからな

いわけですから、優先してほしいと思いま

す。ただ、もう一点１回目でお答えいただ

いていないのは、情報という意味で、私は

農地関係の災害で、畑というか山という

か、いろいろな場所があると思いますが、

現地に行ってみなくては最終的に確認でき

ないところもあるのです。

これは、職員も含めたら、なかなか時間

のかかることで、例えば、土砂が流出して

川に流れていったら、網走湖まで流れてい

くのです。ですから、情報収集の窓口とい

うことでお聞きしたと思うのです。その復

旧工事の対応ということではなくて、ま

ず、情報収集の窓口を設けられたらいかが

ですかとお聞きしたつもりなのですが、そ

の点については、一回目にお答えいただい

ていないものですから、まだ判断できない

ならできないでいいのですけれども、そこ

ら辺の話も少し交えて、２回目ですのでこ

れでやめますけれども、お聞かせ願いたい

と存じます。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） まず、１回目

の御質問の中の総合窓口の設置ということ

でありますけれども、それぞれ農地の被害

については経済部で担当する。水道施設に

ついては水道グループ、それぞれの施設の

管理をするところで現地確認を含めて把握
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をしていただくという形で徹底を図ってお

ります。最終的には、総務の防災担当のほ

うでそれを取りまとめるという形で進めて

おりますので、総合窓口としては総務の防

災担当になろうかと考えてございます。

それから、備蓄等の関係でございますけ

れども、これは抜本的に見直すべきではな

いかというところでございますけれども、

今回の災害、あるいは避難所の運営を含め

て、反省すべき点が多々あろうかというよ

うに思っていますので、それらの中で、必

要なものについては早い時期に備蓄をして

いきたいと思っていますし、現在ある備蓄

計画についても、前倒しをしながら進めて

いきたいと考えているところでございま

す。その中に、道路が冠水している中、臨

戸訪問での避難指示を職員も含めてさせて

いただきました。消防団、自衛隊と違っ

て、職員の服装については、整備が必要で

あろうというように思っていますので、後

ほどの補正の中でも説明をさせていただき

たいと思いますが、そういったことも含め

て、整備をさせていただきたいと考えてい

るところでございます。

また、初動としては、やはり役場職員が

一番かというように思っていますので、そ

の辺の役場職員の招集、あるいは職員を１

カ所にまとめるとか、そういったことも含

めて、いろいろな形で今回の災害の中から

課題も出てきておりますので、それは総体

的に含めて整理をさせていただきたいと考

えております。

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 総務部長が一生

懸命答えてくれますので、そのとおりに今

後やってくれると期待しております。

ところで、これで３回目ですから、これ

で本当に正式にやめますけれども、もう一

つ、私の母親はもう亡くなったのですが、

母親からこういうことを教わっておりま

す。昔の人でありますので「大雪が降る

ぞ、大雨が降るぞ」といったら、「米は炊

いておけば冷たくても食べられる」と、明

るいうちから米を炊いていました。母親に

聞いたら「腹が減っては戦ができぬ。これ

が私の教訓だ」ということを母親から聞い

ていまして、私個人としてはそういう精神

で今でも生きているところであります。

今回、時間的には何日か前からテレビ放

送で大雨が降るとか、前日から雨がぱらつ

き、段々その状況は刻々と激しくなってき

ている。そういう意味では、ぜひ総務部

長、時間が来たから晩飯ではないのです。

現場に行って、５時、６時になる場合だっ

たら、その前に握り飯一つ、お茶１本――

今の御時世ですから１本という言葉を使わ

せてもらいますが、その現場に行く者に、

その時食べなくてもいいから、現場で活躍

してもらうために、これは速やかに用意す

べきものではないかと思うのです。次の日

の朝飯もそうです。避難の解除を早々にさ

れたと思いますが、みんなそろって７時で

はなかったら朝飯――今時間はでたらめで

すけれども、そういう観点ではなくて、こ

ういうときは腹が減ったら、一日や二日、

ごちそうがなくても、握り飯とかたくあん

があれば頑張れると思うのです。ただ、そ

の握り飯も時間がなければ用意しない。こ

れは私の言葉ですが、私は速やかにいろい

ろな協定がある云々ではなくて、時間が来

たら昼飯、晩飯ではないのです。現場に行

ったときに腹が減っては仕事ができない。

そういうことも――これはくだらないよう

に思うかもしれないけれど、例えば、人間

と同じように物もそうなのです。ストーブ

を持って行って、ストーブをつけるのに、

灯油が入っていなかったら意味をなさない

と同じことなのです。

そういう意味で、ぜひともそういうもの

の準備と、もう一点、何回も言います。初

動は職員がしてくれます。ありがたいこと

につけ込んで申し訳ないが、改めて職員の

年一回の訓練をやっていただきたいと思っ
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ているところですが、総務部長、思うとこ

ろがあればお答え願いたいと思います。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） まず一つ目の

食事等の関係でございますけれども、食事

に限らず、災害発生が予想される場合につ

いては、いろいろな物、灯油・ガソリン

等々含めて、これは使用しないとしても前

もって準備をしていくということで、今回

の災害の中での反省点としても感じている

ところでございます。

それから、職員の訓練でございますけれ

ども、今回の反省の中でも、避難所の設営

等々含めて、職員が訓練をされていないと

いうところが多々見受けられるということ

もありまして、早いうちに職員、そして自

治会等の合同の訓練等を含めて、実施をし

ていきたいと考えているところでございま

す。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 公的な備蓄でいろ

いろと御指摘をいただきました。それで、

美幌町は分散備蓄といいますか、それぞれ

の家庭で、まずは備蓄をしていただくとい

うことで、非常持ち出し用のリュックを配

付させていただいて、それを契機にそれぞ

れの家庭で、水であるとか食料であると

か、そういった物の備蓄をしていただきた

いというようなお願いをしております。

さらには、流通備蓄ということで、大型

店舗含めて、食料品を扱っているところと

協定を結ばせていただいて、その中で、非

常時に対応するというようなことで、それ

にさらに加えて、そういった部分でできな

い部分を公的な備蓄ということで、計画的

に備蓄を推進しているということでありま

すが、今回のことについては、反省も込め

て備蓄に不都合があったということであり

ますので、今後においてはしっかりと対応

できるように努めていきたいと、そのよう

に考えております。

○議長（大原 昇君） 副町長。

○副町長（平井雄二君） 防災訓練であり

ますけれども、今までは自治会連合会が自

主防災ということで、年１回、地区割りを

して実施してまいりました。それで今、町

での訓練、職員を含めてという御意見もあ

りましたけれども、今年度から実は町も実

際に訓練を始めました。まだ１回しか行っ

ておりませんが、これは避難訓練というこ

とで、自治会の協力を得て避難訓練をやっ

たわけでありますけれども、いろいろなこ

とが想定されますので、それらを想定した

訓練をこれからたび重ねて、いかなる災害

にも対応できるよう、訓練を実施したいと

考えております。訓練を実施しても、その

何割かしか実際にはなかなか行動ができな

いということでありますので、訓練を重ね

るごとに精度を増していくのは間違いない

と思います。今後いろいろなことの訓練を

実施してまいりたいと考えているので御了

承願いたいと思います。

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。

６番戸澤義典さん。

○６番（戸澤義典君） この場でしていい

質問かどうか、自分では判断ができないの

ですけれども、私は６月の定例議会のとき

に、防災担当以外の職員でも対策本部が設

置できるようにマニュアルをつくってくだ

さいという話と、特に避難所等に行ったと

きにどういう行動をとったらいいかという

ことを含めた、職員自体の行動マニュアル

の作成を提言いたしましたが、今回の災害

において、そのマニュアルがもしつくられ

ていたのであれば、それが機能したのか。

もしつくられていないのであれば、そのマ

ニュアルの必要性を感じたのかどうか、お

聞きしたいと思います。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） ６月の一般質

問の中で、戸澤議員からマニュアル、それ

から職員の初動行動についてのお話があっ

て、策定を進めているところでございます
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けれども、今回の災害対応時に、そのマニ

ュアルについては、策定をされておりませ

んでした。今回の災害の中での大きな反省

点としても、やはりいろいろな形でのマニ

ュアルがないと物事が進んでいかないとい

うところも感じたところでございますの

で、例えば、避難所の運営マニュアル、そ

れから職員の行動マニュアル含めて、早急

に策定をするということで今後進めていき

たいと考えております。

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。

○６番（戸澤義典君） 今回、間に合わな

かったということですので、災害というの

はいつ起きるかわかりません。ぜひ早急に

つくる必要性があると認識しているのであ

れば、つくっていただいて、つくっていた

だいた段階で議会にも一度提示していただ

ければと思います。以上で終わります。

○議長（大原 昇君） 副町長。

○副町長（平井雄二君） 今総務部長が答

弁したように、残念ながら今回の台風の対

応に当たってはマニュアルができていなか

ったということでおわびを申し上げたいと

思います。そのことによって、いろいろと

支障も来したということで、今回の台風を

受けて、先日職員に早急にマニュアルをつ

くるよう指示をしたところでございます。

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） これで行政報告を

終わります。

暫時休憩します。再開は１１時２０分と

いたします。

午前１１時１０分 休憩

―――――――――――――――――――

午前１１時２０分 再開

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。

―――――――――――――――――――

◎日程第４ 認定第１号から

◎日程第９ 認定第６号まで

○議長（大原 昇君） 日程第４ 認定第

１号平成２６年度美幌町一般会計歳入歳出

決算認定について、日程第５ 認定第２号

平成２６年度美幌町国民健康保険特別会計

歳入歳出決算認定について、日程第６ 認

定第３号平成２６年度美幌町後期高齢者医

療特別会計歳入歳出決算認定について、日

程第７ 認定第４号平成２６年度美幌町介

護保険特別会計歳入歳出決算認定につい

て、日程第８ 認定第５号平成２６年度美

幌町公共下水道特別会計歳入歳出決算認定

について、日程第９ 認定第６号平成２６

年度美幌町個別排水処理特別会計歳入歳出

決算認定について、以上６件を一括議題と

いたします。

この件につきましては、平成２７年第５

回定例会において、一般会計等決算審査特

別委員会に付託いたしておりますので、そ

の審査結果報告書の審査の結果以降につい

て、職員に朗読させます。

○議事係長（橋本 勝君） ３、審査の結

果。

関係書類の提出、あるいは関係職員の出

席を求めるなどして慎重に審査した結果、

適正に予算が執行された決算として、認定

すべきものと決定した。

なお、一層の行政効果を期待し、次のと

おり審査意見を付すこととした。

審査意見。

(１)一般会計全般について。

平成２６年度一般会計決算は、過疎債関

連の予算や国の経済対策を積極的に活用

し、財源確保に努めた結果、実質収支は９,

５０９万９,０００円、単年度収支が１,１

９３万９,０００円それぞれ黒字となった。

しかしながら、自主財源の調整、さらに

地方交付税も減少傾向にあり、臨時財政対

策債をはじめ、町債を発行して、財源を確

保している状況に変わりはない。

地方公共団体の財政健全化を判断する実

質公債費比率（３カ年平均）は、１０.０％
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と前年度比０．７ポイント減少し、将来負

担比率も１.５％と改善されているが、経常

収支比率は前年度と同様に７７.９％と依然

として高いことから、一層の財政構造の弾

力性の確保が望まれる。

今後、少子高齢化の進展による社会福祉

関連の義務的経費の増大は避けられないこ

とや、地方交付税の減少により美幌町を取

り巻く財政状況は依然として厳しい状況に

ある。

将来への負担を最小限にとめ、国の動向

を見きわめながら財源を確保し、住民福祉

の向上及び地方振興に結びつけていけるよ

う努力されたい。

(２)未収金対策及び債権管理の適正化に

ついて。

公営住宅使用料の現年度分収納率が、昨

年に続き１００％を達成したことは、特段

の評価をしたい。また、国民健康保険税の

現年度分収納率においても、前年度比０．

８ポイント増の９７.６％となっており、収

納率向上対策の取り組みを評価したい。

今後においても、負担の公平性と適正化

を図るため、収納率向上に努力願いたい。

一方、滞納者の中には、低所得世帯が多

く含まれていることから、個別具体的な生

活状況を把握して、減免・徴収猶予などの

セーフティネットの構築、債権管理の適正

化及び効率化を図ることを期待したい。

(３)文書管理について。

町が作成・管理する文書の内容につい

て、疑問を抱かせ、混乱を招くものがあっ

たことから、文書の適正な作成・整理・管

理を求める。

４、少数意見の留保。

美幌町議会会議規則第７６条の規定によ

る少数意見の留保はない。

○議長（大原 昇君） 一般会計等決算審

査特別委員会委員長の報告を求めます。

７番早瀨仁志さん。

○７番（早瀨仁志君） 〔登壇〕 平成２

７年９月１７日から６回にわたり委員会を

開催し、提出された書類及び関係職員から

説明を求めるなど慎重に審査した結果、適

正に予算が執行された決算として認定すべ

きものと決定しました。

なお、一層の行政効果を期待し、付した

審査意見は職員が朗読したとおりでありま

す。

○議長（大原 昇君） これから、委員長

報告に対する質疑を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、認定第１号から認定第６号ま

での６件を一括採決します。

この採決は、起立によって行います。

この決算に対する委員長の報告は、認定

とするものであります。

この決算は、委員長の報告のとおり認定

することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本件については、認定する

ことに決定しました。

―――――――――――――――――――

◎日程第１０ 認定第７号から

◎日程第１１ 認定第８号まで

○議長（大原 昇君） 日程第１０ 認定

第７号平成２６年度美幌町水道事業会計決

算認定について、日程第１１ 認定第８号

平成２６年度美幌町病院事業会計決算認定

について、以上２件を一括議題といたしま

す。

この件につきましては、平成２７年第５

回定例会において、企業会計決算審査特別

委員会に付託しておりますので、その審査

結果報告書の審査の結果以降について、職

員に朗読させます。

○議事係（寺田 好君） ３、審査の結

果。

関係書類の提出あるいは関係職員の出席

を求めるなどして慎重に審査した結果、両

会計ともに適正に予算が執行された決算と
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して認定すべきものと決定した。

なお、今後とも一層の努力を望み、次の

とおり審査意見を付すこととした。

審査意見。

(１)水道事業会計について。

人口減少と節水意識の高まりにより、家

庭用・業務用ともに使用水量が減少し、給

水収益が減少傾向の中で、安定した経営の

確保に努められたい。

今後、管路や施設の耐震化などが予定さ

れていることから、利用者に対しては、業

務状況等の情報を積極的に開示し、水道事

業の透明性向上と健全な事業運営に努力さ

れたい。

また、平成３０年度で終了する美幌町水

道ビジョン（美幌町水道事業基本計画）の

検証を進めながら、水道事業の将来像・目

標を示す新たな水道ビジョンを策定された

い。

(２)病院事業会計について。

平成２６年度は、減少傾向にあった総患

者数が、前年度より１,１６１人増加したも

のの、医業収益は４７４万６,０００円の減

収となり、一般会計からの繰入金も年々増

加するなど、依然として厳しい病院経営が

続いている。

しかし、医師招聘活動の結実により、年

度途中に医師８名体制となり、新たに泌尿

器科が開設され、現在は常勤医師１０名、

非常勤医師２名による１０科体制となり、

診療体制が充実したことから、今後の患者

数の増加と病床利用率の向上による収益増

を期待する。

また、地域包括ケアシステムにおける町

立病院の役割は、ますます高まることか

ら、地域医療連携室の強化を図り、これか

らも地域の人々から信頼され、安心と優し

さ、満足を得られる地域の基幹病院とし

て、なお一層の努力をすべきである。

４、少数意見の留保。

美幌町議会会議規則第７６条の規定によ

る少数意見の留保はない。

○議長（大原 昇君） 企業会計決算審査

特別委員会委員長の報告を求めます。

３番新鞍峯雄さん。

○３番（新鞍峯雄君） 〔登壇〕 平成２

７年９月１７日から６回にわたり委員会を

開催し、提出された書類及び関係職員から

説明を求めるなど慎重に審査した結果、適

正に予算が執行された決算として認定すべ

きものと決定しました。

なお、今後とも一層の努力を望み、付し

た審査意見は職員が朗読したとおりであり

ます。

また、委員長として、補足意見の口頭報

告を２件申し上げます。

１点目、平成２６年度企業会計決算は、

地方公営企業会計制度が４６年ぶりに改正

されたことにより、財務諸表などが大きく

変わっていることから、水道及び病院事業

においては説明責任を十分果たし、町民及

び利用者の理解を求められたい。

２点目、水道事業会計について。

経費節減策として、指針周期の見直し

や、検針業務の委託についても検討願いた

い。以上であります。

○議長（大原 昇君） 委員長報告に対す

る質疑を行います。

１０番吉住博幸さん。

○１０番（吉住博幸君） 企業会計を担当

された議員の方々、御苦労様でした。

１点ほど、審査意見の中の病院事業会計

において、あえて地域医療連携室の強化を

図りという文言があります。私もこの組織

そのものは知っているつもりであります

が、強化を図りという意味ではいろいろな

思いがあったのかなという意味で、もう少

し具体的な内容をお示しするものがあれ

ば、お示ししていただきたいと思っていま

す。

案に言えば、例えば、私は地域連携室の

組織的な強化に人員配置とかというものも

考えられるでしょうし、また、病院であり

ながらも、民生部との連携も別で言う意味
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もあろうかと思っているところでありま

す。そういう観点で議論したものがあれ

ば、教え願いたいと思いますが、いかがで

しょうか。

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。

○３番（新鞍峯雄君） 病院としての役割

である地域医療連携室は、住民サービスを

向上する目的で平成２５年４月に設置。病

病連携や病診連携、老健・特養との連携に

よる利用率向上や新たな診療科による向上

対策を目指してきましたけれども、審査意

見の中で、年度途中に医師８名体制とな

り、新たに泌尿器科が開設され、現在は常

勤医師１０名、非常勤医師２名による１０

科体制となり、診療体制が充実したわけで

あります。これからは在宅診療や訪問看護

を充実させるために引き続き、医者や看護

師などの医療従事者の確保とスキルアップ

を図っていく必要があるのではないかとい

う議論があったところであります。

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。

これから、認定第７号及び認定第８号に

ついてを一括採決します。

この採決は、起立によって行います。

この決算に対する委員長の報告は、認定

とするものであります。

この決算は、委員長の報告のとおり認定

することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本件については、認定する

ことに決定しました。

―――――――――――――――――――

◎日程第１２ 承認第１１号

○議長（大原 昇君） 日程第１２ 承認

第１１号専決処分の承認についてを議題と

します。

直ちに提出者の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（広島 学君） 承認第１１号

専決処分の承認について御説明を申し上げ

ます。

地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分をしたので、同条

第３項の規定により、これを町議会に報告

し、承認を求めるということで、１０ペー

ジでございます。

専決処分書。

平成２７年度美幌町一般会計補正予算

（第４号）について、台風２３号による大

雨災害のため急を要するので、地方自治法

第１７９条第１項の規定により、別紙のと

おり専決処分する。

平成２７年１０月８日、美幌町長土谷耕

治。

ということで、内容について御説明を申

し上げますので、議案の１２ページをお開

きいただきたいと思います。

平成２７年度美幌町一般会計補正予算

（第４号）。

平成２７年度美幌町一般会計補正予算

（第４号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ５,８８５万２,０００円を追加

し、歳入歳出それぞれ９９億３,４２７万

３,０００円とする。

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明を申し上げます。

地方債の補正。

第２条、地方債の変更は、第２表地方債

補正により御説明を申し上げますので、議

案の１５ページをお開きいただきたいと思

います。

第２表地方債補正。

起債の目的、林業施設災害復旧事業。限

度額が６４０万円。これにつきましては、

福住林道及び豊岡林道の災害復旧に係る起

債で、一般単独債の借り入れを予定してお
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ります。充当率が６５％で、元利償還金の

４７.５％が交付税措置されます。

続きまして、公共土木施設災害復旧事業

１,６３０万円につきましては、町道の４路

線及びみどり川の修繕、また、町道５路線

及び３河川の災害復旧工事に係る起債であ

りまして、これも一般単独債、充当率が１

００％で、元利償還金の４７.５％が交付税

措置されるところでございます。

補正後の起債総額でございますけれど

も、７億１,９８０万円になります。

続きまして、歳入歳出事項別明細書で御

説明を申し上げますので、２１ページ、２

２ページをお開きいただきたいと思いま

す。

３、歳出。

２款総務費、災害対策事業１１５万４,０

００円の補正でございます。

臨時職員賃金、今回の災害に従事した臨

時職員２５名、３０５時間分の時間外につ

いて６２万円を追加するものでございま

す。

消耗品につきましては、避難所用の紙コ

ップ等の購入代として５,０００円。

燃料費につきましては、避難所の資機材

用ガソリンと暖房用の灯油として５万７,０

００円。

食糧費につきましては、避難者及び現場

従事者等の食事・飲み物代として２８万８,

０００円でございます。

業務等委託料、災害避難バス運行委託料

１８万４,０００円でございますけれども、

日の出・美芳地区における避難者の送迎用

バス運行経費として、１８万４,０００円の

補正をするものでございます。

４款衛生費、感染等予防対策事業費の増

６万円、消耗品でございますが、これは床

下浸水した住宅、あるいは敷地冠水地区の

消毒作業経費として８３戸の消毒を１０月

２２日に実施しておりますけれども、その

経費として６万円の補正をお願いするもの

でございます。

続きまして、２項清掃費でございます。

ごみ処分場維持管理事業費の増７６万５,０

００円のうち、修繕費７４万４,０００円に

つきましては、処理場内の管理用道路が陥

没したための修繕費用として７４万４,００

０円。

自動車等借上料につきましては、第Ⅱ期

処分場の覆土流出防止の重機借上料として

２万１,０００円でございます。

続きまして、８款土木費、道路橋梁維持

管理事業費の増１,００８万円でございます

けれども、まず修繕料は、今回の災害にお

けます町道及び河川の復旧費として２００

万円。

それから、業務等委託料につきまして

は、これは幸通り及び広域農道の町道の通

行どめに係る交通整理誘導業務委託という

ことで、５８万円。

原材料費につきましては、今回の災害の

修繕に係る砂利、火山灰、金網マット等の

災害復旧資材として７５０万円の補正をお

願いするものでございます。

５の堤内排水対策事業費の増４７５万１,

０００円につきましては、１０カ所の樋門

でポンプ６０台、それから開発ポンプ車３

台の排水作業に係る委託料でございます。

続きまして２４ページ、河川維持管理事

業費の増２００万円についてでございます

けれども、これも今回の災害によりまして

被災を受けました河川１１カ所に係る修繕

料でございます。

続きまして、１４款災害復旧費でござい

ますけれども、災害復旧に係ります修繕及

び工事請負費の詳細については、後ほど担

当部長より参考資料により説明をさせてい

ただきますので、概要のみの説明をさせて

いただきたいと思います。

まず、農業用施設災害復旧事業８１万円

につきましては、駒生川の法面流出により

ます災害復旧のための調査設計費として８

１万円。

続きまして、林業施設災害復旧事業、工
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事請負費につきましては、福住林道の法面

崩壊１８６万５,０００円と、豊岡林道の路

盤崩壊によります修繕の８１３万３,０００

円になってございます。

続きまして、その下の道路橋梁災害復旧

事業でございます。修繕料１１０万円につ

きましては、町道４路線に係ります修繕

料。

実施設計等委託料１２７万５,０００円に

つきましては、町道２２号報徳そして１３

６号豊岡の災害復旧に係る調査設計費でご

ざいます。

それから、工事請負費１,９００万円でご

ざいますけれども、町道第２２号報徳６０

０万円。町道第１３６号豊岡が５００万

円。町道第５５５号の田中になりますけれ

ども、復旧工事が３００万円。町道第８７

５号豊富で２００万円。町道第２９号道路

ほか１で登栄になりますけれども、災害復

旧工事費として２００万円。それから、町

道第１２０号道路稲美になりますけれど

も、この工事費が１００万円となってござ

います。

続きまして、河川災害復旧事業でござい

ます。修繕料の４０万円につきましては、

田中のみどり川２カ所の法面崩壊の修繕料

でございます。

実施設計等委託料６５万９,０００円につ

きましては、豊幌の旭沢川の橋梁部法面崩

壊によります災害復旧の調査設計費でござ

います。

工事請負費、駒の沢川ほか１、災害復旧

工事につきましては、稲美・駒生の落差工

設置予定部崩落によります復旧工事として

１８０万円。旭沢川災害復旧工事につきま

しては、豊幌になりますけれども、法面崩

壊、流木崩壊による復旧工事として５００

万円でございます。

次に、歳入について御説明を申し上げま

すので、議案１９ページ、２０ページをお

開きいただきたいと思います。

歳入。

１９款繰越金、前年度繰越金３,６１５万

２,０００円につきましては、今回の補正の

財源を繰越金に求めるものでございます。

２１款町債につきましては、それぞれ、

林業施設災害復旧事業については二つの林

道、公共土木施設災害復旧事業につきまし

ては、町道９路線と４河川についての起債

でございます。歳出の方で、地方債の補正

で御説明申し上げていますので、省略をさ

せていただきたいと思います。

以上、御説明申し上げましたので、よろ

しくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） 経済部長。

○経済部長（矢萩 浩君） 農業用施設災

害復旧事業、林業施設災害復旧事業につい

て御説明申し上げます。

参考資料の１ページをお開き願います。

資料１、承認第１１号関係でございま

す。今回の議案で補正予算を計上しており

ます経済部所管の災害復旧事業は、図面記

載の３カ所でございます。

図面中央の①駒生地区農業用施設であり

ます。こちらは、国営直轄明渠排水事業で

整備いたしました駒生川であり、地区名は

駒生。被災箇所は、美幌町字駒生。鈴木豊

次郎様宅からやや稲美よりの箇所で、被災

状況は法面の崩壊であり、延長が２５メー

トルであります。こちらにつきましては、

国庫補助事業であります農業用施設災害復

旧事業の採択に向けての調査業務であり、

復旧工事費につきましては、１２月上旬に

予定されております災害査定を踏まえた上

での補正予算の計上を予定しております。

続いて、図面右下、②福住林道でありま

す。地区名は福住。被災箇所は字登栄。山

中悟様宅から登栄に向かった福住と登栄の

字界付近になります。被災状況は法面の崩

壊であり、延長が１２メートル、幅が５.５

メートル、高さが２.５メートルでありま

す。

次に、図面左下、③豊岡林道でありま

す。地区名は豊岡、被災箇所は字美和。旧
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竹田秀太郎様宅から約１００メートル豊岡

方面に向かった通称、北の沢であります。

被災状況は延長５メートル、幅４メート

ル、高さ５メートルであり、１,６００ミリ

のコルゲート管が潰されたことにより、路

盤が流されたものであります。

なお、林業施設につきましては、特定財

源といたしまして、単独災害復旧事業債が

充当され、充当率は６５％で元利償還金の

４７.５％が今年度交付税により措置される

ものであります。

以上、よろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。

○建設水道部長（小西 守君） 道路橋梁

及び河川の災害復旧事業につきまして御説

明申し上げます。

参考資料の２ページをお開き願います。

資料２、承認第１１号関係でございま

す。今回の議案で専決処分の御承認いただ

きます災害復旧費で計上させていただいて

おります。修繕及び工事費の箇所は、図面

記載の１４カ所でございます。

まず、道路橋梁復旧事業でありますが、

図面左下の番号１、第７５７号道路は、栄

森地区の町道の法面崩壊で復旧延長は３メ

ートルでございます。

続いて、図面中央の番号２、第８１７号

道路は、駒生地区の町道側溝閉塞に伴う土

砂撤去で、復旧延長は１００メートルでご

ざいます。

図面左側の番号３、第２５号道路は、豊

岡地区の町道にかかるセキレイ橋の護岸浸

食で、復旧延長は３メートルでございま

す。

図面上段２段目の番号４、第３０号道路

は、報徳地区の町道の法面崩壊で、復旧延

長は６メートルでございます。

同じく、図面最上部の番号５、第２２号

道路は、報徳地区の町道の法面崩壊で、復

旧延長は１４メートルであります。ここは

公共土木災害復旧事業による補助事業の予

定箇所でございます。

図面左側番号６、第１３６号道路は、豊

岡地区の町道の法面崩壊で、復旧延長は３

１メートルであります。この箇所も同じ

く、災害復旧事業の予定箇所でございま

す。災害復旧の補助事業は２カ所になる予

定でございます。

図面右側３段目の番号７、第５５５号道

路は、田中地区の町道の法面崩壊で、復旧

延長は６９メートルであります。

図面右側４段目の番号８、第８７５号道

路は、豊富地区の町道の側溝及び法面崩壊

で、復旧延長は１５メートルであります。

図面右下の番号９、第２９号道路ほか１

は、登栄地区の町道２９号と町道１４１号

の法面崩壊で、復旧延長は合わせて１１メ

ートルであります。

図面上部の３段目、番号１０、第１２０

号道路は、稲美地区の町道の法面崩壊で、

復旧延長は１７メートルであります。道路

橋梁の災害復旧事業は以上１０本で、予算

は修繕料に１１０万円、工事請負費に１,９

００万円を計上しております。

次に、河川復旧事業でございます。図面

右上２段目の番号１１、みどり川、田中地

区の河川落差工部の法面崩壊で、復旧延長

は１０メートルであります。

同じく、右上の番号１２、みどり川、田

中地区の同じ河川の法面崩壊で、復旧延長

は１５メートルであります。

図面中央部の番号１３、駒の沢川ほか１

は、稲美地区の駒の沢川の河川帯工洗掘

で、復旧延長は９メートル。

同じく、駒生地区の駒生川の法面崩壊

で、復旧延長が１８メートルであります。

図面中央部下の番号１４、旭沢川、豊幌

地区の旭沢川の河川の法面崩壊で、復旧延

長は１４メートルであります。河川災害復

旧事業は以上４本で、予算は修繕料に４０

万円、工事請負費に６８０万円を計上して

おります。

なお、公共土木施設の復旧につきまして

は、特定財源といたしまして、単独災害復
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旧事業債が充当され、充当率は１００％で

元利償還金の４７.５％が今年度に普通交付

税により措置されるものであります。

以上、御説明させていただきましたの

で、よろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、承認第１１号専決処分の承認

についてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本件は、承認することに賛成の方は起立

願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本件は、承認することに決

定しました。

―――――――――――――――――――

◎日程第１３ 議案第７３号

○議長（大原 昇君） 日程第１３ 議案

第７３号平成２７年度美幌町一般会計補正

予算（第５号）についてを議題とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（広島 学君） 議案２８ペー

ジになります。

議案第７３号平成２７年度美幌町一般会

計補正予算（第５号）について御説明を申

し上げます。

平成２７年度美幌町の一般会計補正予算

（第５号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ２,８５２万３,０００円を追加

し、歳入歳出それぞれ９９億６,２７９万

６,０００円とする。

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明を申し上げますので、議案の３８ペ

ージをお開きいただきたいと思います。

３、歳出。

２款総務費、防災対策事業費の増、消耗

品費１７７万８,０００円でございますけれ

ども、防災の対策用として、まず、職員用

のヘルメット、ヘッドライト、ゴーグル、

胴付き長靴、それぞれ３０人分を購入する

ものでございますし、また、防寒コート・

ズボンについて１５着を購入するものでご

ざいます。

また、本部用の消耗品として、無線機の

バッテリー、ウェブカメラ、それぞれ購入

をさせていただきたいと思っております。

あと、避難所用として、床マット３２本

と毛布５５０枚等を購入するもので、今回

５５０枚の毛布を購入させていただきます

と、全部で１,６９５枚の毛布の整備という

ことになります。

続きまして、庁用備品でございますけれ

ども、現地確認用のタブレットが２台と避

難所用のパーテーションを１０組で１４０

万４,０００円でございます。

機械器具につきましては、防災無線（ハ

ンディー型）を６台購入するものでござい

ます。

続きまして、６款農林水産業費の農業

費、みらい農業センター管理運営事業費の

増についてでございますが、消耗品費につ

きましては、実習生受け入れのための個室

用の掃除機の購入３台と農業センターの事

業推進用として糖度計、あるいは気温・地

温測定機器、トラクターのタイヤ等を購入

するものでございます。

修繕料の１６万２,０００円につきまして

は、今回の台風により農業センターの屋根

が剥離したことに伴います修繕でございま

す。

原材料費の２５万７,０００円につきまし

ては、ビニールハウス４棟のビニールの更

新費用でございます。

庁用備品につきましては、実習生受け入

れ用の冷蔵庫を３台購入するものでござい

ます。

機械器具の９１万２,０００円につきまし
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ては、洗濯機が３台、それからロータリー

マルチが１台と講習会用のプロジェクター

を購入する経費でございます。

なお、みらい農業センター事業につきま

しては、地方創生交付金の上乗せ交付金分

で、先駆的な取り組みが認められまして、

タイプⅠの交付金の決定の内示を受けてい

るところでございます。

続きまして、林業費、林業推進事業費の

増ということで、消耗品費は木育ひろば

「きてらす」オープン以降、大勢の来客を

いただいているところでございますけれど

も、その来客いただいている方たちからの

要望項目も多くあることから、今回遊具等

の充実を図るものでございます。

まず、消耗品の１１９万円につきまして

は、木育図書、それからカーテン、木製ベ

ンチ、木製おもちゃ等の購入代金でござい

ます。

修繕料につきましては、暖房効果を高め

るための間仕切りの設置、あと階段のクロ

ス張りかえ等でございます。

業務等委託料、木製遊具造作委託料につ

きましては、ふれあいゾーンの遊具の整備

を図るものとして９０万円。建具等作成委

託料につきましては、収納棚と階段の安全

柵を設置することによる委託料で３３万５,

０００円でございます。

教育備品としては、遊具の安全用マット

１０万１,０００円で購入するものでござい

ます。なお、１０月２５日に松緑神道大和

山美幌支部永澤則次支部長より、きてらす

の木製おもちゃ、あるいは図書の購入に役

立ててほしいということで、３０万円の御

寄附をいただいておりますので、この寄附

金も活用させていただきたいと考えており

ます。

続きまして、その下の商店街活性化促進

事業費の増、補助金の起業家支援事業補助

金２００万円でございますけれども、既に

６件の申請・相談を受けているところで、

その予算化をしているところでございます

けれども、現在、さらに１件の需要見込み

があるということで、その１件分の２００

万円について補正をお願いするものでござ

います。

その下の商店街活性化イベント推進事業

補助金５５０万円でございますが、町内外

の方に足を運んでもらうことで消費を喚起

し、商店街の活性化を図るイベント開催に

係る補助金でございます。３本の事業を予

定しておりまして、ほろ酔いナイト、ラン

チフェア、おやつめぐりに対する事業補助

金として５５０万円の補正をお願いするも

のでございます。なお、この２００万円及

び５５０万円につきましては、地方創生先

行型タイプⅡの対象事業でありまして、全

額交付金の充当をさせていただきたいと考

えているところでございます。

続きまして、その下の観光施設維持管理

事業費の増、修繕料１２０万円でございま

す。

まず１点は木育ひろば「きてらす」オー

プン以来、利用者が増加しておりまして、

その安全対策のために、ターミナル物産セ

ンターのスロープの修繕を図るもので、こ

れが２０万円でございます。

残り１００万円につきましては、峠の湯

びほろの修繕料でございます。当初予算計

上させていただいておりました小破修繕及

び緊急修繕の計３００万円について、浴室

壁のタイル修繕、あるいは非常用照明取り

かえ等々によりまして、概ね予算執行して

おり、今後の緊急修繕が出た場合の費用と

して１００万円の補正をお願いするもので

ございます。

続きまして、４０ページをお開きいただ

きたいと思います。

委託料、業務等委託料で美幌峠標柱作製

委託料７３万５,０００円でございますが、

台風２３号により園地内にあります美幌峠

の標柱が折れたため、新たに標柱を設置す

るものでございます。なお、折れた標柱に

つきましては、レストハウス展望室へ設置
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をして、天気の悪い時等の写真撮影用に利

用いただけるような形で再利用を図りたい

と考えております。

その次、小学校教育振興事業費の増、４

８１万４,０００円でございます。負担金、

吹奏楽等大会参加負担金でございますが、

９月の北海道小学校バンドフェスティバル

において、美幌小・東陽小の合同金管バン

ドが金賞を受賞し、１１月２１日に大阪市

で開催をされます全日本小学校バンドフェ

スティバルに出場するための経費でござい

ます。児童４３名、引率教員４名の計４７

名分の旅費と楽器運搬等について負担をす

るものでございます。

続きまして、その下のびほーる等管理運

営事業費の増４７５万２,０００円ですが、

地中熱熱応答試験業務委託料でございま

す。これは町民会館の実施設計業務におい

て、熱源方式の比較検討を行った結果、経

済性と環境面の優位性を考慮して、地中熱

利用と電気の熱源を採用することとして、

その環境省の補助として、平成２８年度概

算要求している再生可能エネルギー電気自

立的普及促進事業の補助採択を受けるため

に、試験データが必要であることから、今

回４７５万２,０００円について補正をお願

いするものでございます。なお、この補助

率については３分の２ということになって

ございます。

続きまして、歳入について御説明を申し

上げますので、議案３６ページをお開きい

ただきたいと思います。

国庫補助金のまず、農業費補助金１,７０

４万８,０００円。地域活性化・地域住民生

活等緊急支援交付金でございますけれど

も、地方創生交付金の上乗せ交付金のタイ

プⅠにおいて、先駆的事業の取り組みとい

うことで先に申請をしておりましたけれど

も、１０月２７日に内示がありまして、み

らい農業センターでの実施事業の先駆性が

認められたことにより予算化をするもので

ございます。

その下の１,０００万円につきましては、

これも同じく、地方創生交付金の地方創生

先行型タイプⅡにおいて、交付申請可能額

の連絡があったことから、予算化を図るも

のであり、歳出でも御説明申し上げました

起業家支援事業補助金、そして商店街活性

化イベント推進事業補助金に充当するもの

でございます。

それから、寄附金についてでございます

けれども、３０万円の林業費寄附金の増に

つきましては、歳出でも御説明申し上げま

したけれども、１０月２５日に大和山美幌

支部様より、きてらすの備品等整備にとい

うことで、御寄付をいただいたものでござ

います。

その下の前年度繰越金の増１１７万５,０

００円については、今回の補正財源を繰越

金に求めるものでございます。

以上、御説明を申し上げましたので、よ

ろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

６番戸澤義典さん。

○６番（戸澤義典君） ３点ばかり質問さ

せていただきます。

まず、３８ページの商店街活性化イベン

ト推進事業補助金は５５０万円。これは前

回もプレミアム商品券とかいろいろな補助

事業をやっているのですけれども、印刷代

ですとか、広報費等に大体３割のお金を使

っていて、実際町民に還元できるお金が７

割、よくても２.８割という状況だったので

すが、この辺を少しでも町民の皆さんに還

元できるように、広告宣伝費と実際の補助

金の比率を考えていただきたいということ

で、現在わかっている段階での比率を教え

ていただきたいというのが１点。

２点目が、その下、美幌峠の湯に１００

万円という予算ですが、たしか９月の定例

会のときにも１００万円の補正をしたと思

うのですけれども、緊急箇所の対策という

ことでしたが、ある程度事前に年度の計画
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で、ここは危ないから今年直さなくてはな

らないというのは多分わかると思うのです

けれども、それをわからないで１００万

円、また１００万円ということで、余りに

も無計画過ぎるのではないかということが

少し感じますので、その辺の計画があるの

かないのかというのが２点目。

３点目が４０ページ、最後の地中熱の関

係で、３分の２の補助が出ますというお話

をされたと思うのですけれども、この事業

に対しては多分出ないのではないかと思い

ます。次の本番のときの事業に対して３分

の２の補助ではないのかということで、先

日たしか承ったと思ったのですが、その辺

についてお聞きしたいと思います。

○議長（大原 昇君） 経済部長。

○経済部長（矢萩 浩君） それでは、今

３点お尋ねがございましたけれども、初め

に峠の湯からお答えをさせていただきたい

と思います。

峠の湯の修繕料につきましては、議員御

指摘のとおり、９月にも補正をさせていた

だいているところであります。

今回の補正でありますけれども、９月に

補正予算を計上させていただき、その後執

行している段階で、これは当然執行に当た

りましても、指定管理者であります共立メ

ンテナンスと協議をして、本当に最小限、

さらには当たり前の話ですけれども、丁寧

に使っていただくということを努めている

中ではありました。今回の補正の原因とな

りましたのは、一つに床暖房のコントロー

ラーが突発的に故障したということであり

ます。このことによって、お客様方が通る

通路でありますので、非常に冷たいという

ことで、急を要することから修繕をさせて

いただいている状況であります。

また２点目としましては、サウナ室のド

アにつきまして、ドアキャッチャー部分が

経年劣化ということで、不具合が生じてお

り、こちらもややもすると利用者の方々の

けがだとかにつながりかねないということ

で、急を要するということから今回補正予

算を計上させていただいております。

また、これらの点につきましては、当初

は来年以降に修繕をするということで計画

を立てておりました。これが、当初我々の

見通しでも、来年までもつであろうという

ことで、踏んでいたものでありますが、そ

れが早く故障してしまったということで、

前倒しで今回修繕をさせていただきたいと

思います。

また、今後につきましても、町のほうで

も現場を日ごろから見るということは当然

でありますけれども、指定管理者と十分協

議をしながら、本当に見きわめて計上をさ

せていただきたいと思います。どうぞよろ

しくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） １件ずつやりま

す。６番戸澤義典さん。

○６番（戸澤義典君） ただいまの件は了

解いたしました。

次にあと２点お願いいたします。

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。

○商工観光主幹（小室秀隆君） ただいま

の戸澤議員のイベント補助金の関係につい

て、お答えいたしたいと思います。

還元率につきましては、チケットのほう

でプレミアムのほうを補助しようとしてお

ります。また、抽せん会も実施しようとし

ているところでございます。

その中で、今回の還元率につきましては

５６.８％、約５７％の還元率ということに

なっております。

諸経費等につきましては、北見等からバ

スを運行する予定となっております。主に

大学生を対象としているのですが、そのよ

うなことで経費がかかっているということ

がございますので、最終的に約５７％とい

うことになっておりますので、よろしくお

願いいたします。

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。

○６番（戸澤義典君） 還元率５７％とい
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うことで、今までもいろいろなイベントを

やっていたと思うのですけれども、一番最

低な還元率だと思っています。

北見から女性を呼び込むためにバスを借

り上げるということでしたので、今回はや

むを得ないと思います。

次、３点目お願いします。

○議長（大原 昇君） 教育部長。

○教育部長（高木恵一君） 戸澤議員から

ございました、３点目の地中熱の試験の予

算に関しての部分でございますけれども、

３分の２の補助につきましては、２８年度

以降、環境省が行っております事業の補助

であります。これに乗るための試掘という

ことと、この熱を使って実施設計の中で生

かすということでありますので、今回組ん

でいる予算につきましては、あくまでも町

単費で行う事業でございます。よろしくお

願いします。

○議長（大原 昇君） そのほか質疑はあ

りませんか。

４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） それでは３８ペー

ジの防災対策事業、それから、同じページ

の林業推進事業の関係と関連して、１番下

の観光物産のところの修繕料と、それから

４０ページのところの美幌峠の標柱の製作

のところで４点御質問したいと思います。

まず、先ほどそれぞれ消耗品や庁用備品

の新たに備蓄するものだとかを含めて説明

がありましたが、できれば議長にお願いを

したいのですが、町の防災計画で既に議員

に配付されている備蓄備品以外で、今回い

ろいろと検証からふやすものもありますの

で、それらの備蓄備品の一覧表を――今私

は書き込んだのですけれども、やはりこう

いった災害に対していろいろな備蓄がどう

なっているのかということを町民の関心事

でもあり、議員の立場で聞かれることもあ

りますので、整備後の一覧について配付を

お願いしたいという点です。

それから、林業推進費で、きてらすは、

私はテープカットのときにも行きました

し、新聞報道でも見ましたが、その後お母

さんや子供さんたちがたくさん来ていただ

いて、またいろいろな情報交換や交流の場

になっているということで、喜ばれている

のでいいのだと思うのですが、今聞いた中

で、当初整備する段階で、当然必要性があ

って、当初から整備すべきようなものがこ

の予算の中にあったのではないかと思いま

す。

関連して、例えば観光物産センターのス

ロープとか、こういったものが当初の整備

の段階でどの程度なされていたのか、ある

いはオープン後、いろいろな利用者、関係

者から要望等があっての補正になったのか

どうか、その辺の考え方をお聞かせいただ

きたいと思います。

それから、美幌峠の標柱についても新聞

で見ました。それで、同じ場所に環境省の

関係で建てられるのかどうか、その辺を教

えていただきたいと思います。以上です。

○議長（大原 昇君） 経済部長。

○経済部長（矢萩 浩君） ただ今お尋ね

の、木育ひろば「きてらす」の関係であり

ますけれども、今回補正させていただく分

で、当初予算で計上すべきものではないか

ということのお尋ねでありますけれども、

今回の修繕の中で、おっしゃるように、ロ

ールカーテンだとか、そういったものにつ

きましては、確かに御指摘のように当初予

算で計上すべき部分でありますが、実際、

当初の中では、見つけられなかった部分で

ございます。それで、このロールカーテン

につきましては、実際に使用していく中

で、非常に西日が多いということで、利用

されているお母さん方から要望が多かった

ということで、それに対応するために計上

させていただいているものであります。

このほかにつきましても、確かにおっし

ゃるように、当初からきちんと見通すべき

だというものもありますけれども、いずれ

も安全対策だとか、あと、要望等に対応さ
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せていただくために、今回整備させていた

だこうとするものであります。よろしくお

願いいたします。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） １点目の御質

問の備蓄品の一覧表については、後ほど配

付をさせていただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） 経済部長。

○経済部長（矢萩 浩君） ３点目にあり

ました、観光ターミナルのスロープの関係

でございますけれども、こちらにつきまし

ては、駅舎に向かって左側のスロープにな

ります。ここのゴムマットがほつれている

ということで、当初気づかなかった部分も

あるのですけれども、利用者がかなり多い

という中で、ベビーカーの通行もあり、そ

のような中で、ほつれる分もありますし、

けがの防止だとか、そういった安全確保の

ため、今回修繕をさせていただこうとする

ものであります。

どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。

○商工観光主幹（小室秀隆君） それでは

美幌峠の標柱の関係でお答えしたいと思い

ます。

場所の関係につきましては、現在環境省

及びオホーツク振興局等と打ち合わせをさ

せていただいておりますが、我々といたし

ましては――現在の標柱は平成１３年ごろ

に今の場所に移っております。それ以前

は、もう少し下の展望台の岩場があるとこ

ろにあったのでございますが、そちらのほ

うが非常にロケーションとしてはいいとい

うお話はいただいております。ただ、この

ときの経過といたしまして、撮影場所でけ

がをされたという方がいらっしゃいますの

で、その辺も含めて、慎重に振興局及び環

境省と今協議中ですので、現在のところは

場所を移したいという希望はあるのです

が、今の場所になる可能性もあるというこ

とで、今週中くらいにでもお答えいただく

ようにお話しているところですが、現在の

ところはまだ未定となっております。

以上、よろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。

これから、議案第７３号平成２７年度美

幌町一般会計補正予算（第５号）について

を採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

────────────────────

◎閉会宣告

○議長（大原 昇君） 以上で、本臨時会

に付議されました案件は、全部終了しまし

た。

会議を閉じます。

これで、平成２７年第６回美幌町議会臨

時会を閉会します。

お疲れさまでした。

午後１２時２１分 閉会  
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